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鉄道事故調査報告書

鉄道事業者名：上信電鉄株式会社

事 故 種 類：列車脱線事故

発 生 日 時：平成１９年３月１２日 １１時２０分ごろ

発 生 場 所：群馬県甘楽郡下仁田町
かん ら し も に た

上信線 赤津信号所～下仁田駅間（単線）

高崎駅起点３２ｋ４５８ｍ付近

平成１９年 ９ 月２０日

航空・鉄道事故調査委員会（鉄道部会）議決

委 員 長 後 藤 昇 弘

委 員 楠 木 行 雄

委 員 佐 藤 泰 生（部会長）

委 員 中 川 聡 子

委 員 宮 本 昌 幸

委 員 山 口 浩 一

１ 鉄道事故調査の経過

１.１ 鉄道事故の概要

上信電鉄株式会社の上信線高崎駅発下仁田駅行き３両編成（機関車２両及び貨車１

両）の下り第６０１列車は、平成１９年３月１２日（月 、赤津信号所を定刻（１１）

時１７分）に出発した。列車の運転士は、途中の半径１６０ｍの右曲線を速度約２８

㎞/hの惰行運転で通過した後に力行運転に切り換え、速度約３８㎞/hで走行中に異常

を感じたため非常ブレーキを使用して列車を停止させた。停止後に確認したところ、

２両目機関車（車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向を基準とする ）の前。

台車第１軸が左に脱線していた。

列車には運転士及び補助員の２名が乗車していたが、死傷者はなかった。

列車は、２両目機関車前台車のギアケース等が損傷した。
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１.２ 鉄道事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１９年３月１２日、本事故の調査を担当する

主管調査官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。

関東運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場に派遣した。

1.2.2 調査の実施時期

平成１９年３月１２日及び１３日 現場調査、車両調査及び口述聴取

1.2.3 原因関係者からの意見聴取

。原因関係者から意見聴取を行った

２ 認定した事実

２.１ 運行の経過

事故に至るまでの経過は、上信電鉄株式会社（以下「同社」という。）の下り第

６０１列車（高崎駅発下仁田駅行きの機関車２両及び空車貨車１両による３両編成の

貨物列車。以下「本件列車」という ）の運転士（以下「本件運転士」という ）の。 。

口述によれば、概略次のとおりであった。

下仁田駅（高崎駅起点３３ｋ６８８ｍ。以下「高崎駅起点」は省略）一つ手前

の赤津信号所（３１ｋ０４０ｍ）を定刻の１１時１７分に出発し、半径１６０ｍ

の右曲線中にある白山トンネル（３２ｋ３５５ｍ～３２ｋ３９５ｍ）を速度約２８

㎞/hの惰行運転で通過し、３２ｋ４５０ｍ付近で力行運転に切り換えた後、速度

約３８㎞/hで走行中に３２ｋ７５０ｍ付近で本件列車が後方から引かれるような

感じがしたので、後方を確認すると煙のようなものが上がっており、モーターか

ら発煙しているのかと思い非常ブレーキを使用して本件列車を停止させた。

本件列車の停止位置は３２ｋ８５０ｍ付近で、降車して確認すると、２両目機

関車（以下「本件車両」という ）の前台車第１軸が左に脱線していたので、列。

車無線で指令に脱線した旨を連絡した。

機関車の運転室は振動や騒音がかなり大きいので、３２ｋ７５０ｍ付近で異常

を感じるまで、特段の異常は感じなかった。

また、高崎駅を出発してから事故に至るまで、本件列車の各車両に異常はなか

った。
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なお、本事故の発生時刻は１１時２０分ごろであった。

（付図１、２、３及び写真１、２、３参照）

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

な し

２.３ 物件の損傷に関する情報

2.3.1 鉄道施設の損傷状況

まくら木、レール締結装置等が損傷した。

（付図３及び写真３参照）

2.3.2 車両の損傷状況

本件車両前台車第１軸のギアケース等が損傷した。

（写真２参照）

２.４ 乗務員に関する情報

本件運転士 男性 ４７歳

甲種電気車運転免許 昭和５６年 ５ 月 １ 日

２.５ 鉄道施設に関する情報

2.5.1 概要

同社の上信線高崎駅～下仁田駅間（３３.７km）は単線で、軌間は１,０６７mm、

動力は電気（直流１,５００Ｖ）である。

2.5.2 事故現場付近の鉄道施設に関する情報

2.5.2.1 線形に関する情報

事故現場付近（2.9.2(1)で記述する、左レールに車輪フランジが乗り上がり始め

たと見られる痕跡が認められた３２ｋ４３１ｍ付近をいう。以下同じ ）の線形は。

以下のとおりである。

３２ｋ２１０ｍから３２ｋ４２５ｍまでは、半径１６０ｍの右円曲線であり、カ

ントは７６mm、スラックは２５mmとされている。

３２ｋ４２５ｍから３２ｋ４７０ｍまでは緩和曲線、３２ｋ４７０ｍから３２ｋ

４９０ｍまでは直線、３２ｋ４９０ｍから３２ｋ５２０ｍまでは緩和曲線、３２ｋ

５２０ｍから３２ｋ５４０ｍまでは半径２００ｍの左円曲線となっている。

また、事故現場付近は平坦（勾配０‰）である。



1 「タイプレート」とは、レールとまくら木の間に挿入する鉄板で、レールがまくら木に食い込むのを防ぐ効果がある。

2 「安全レール」とは、脱線した車両が軌道外に逸脱し、横転または転落による大事故を防止することを目的として、脱線し

た車輪が本線レールに沿って走行できるように誘導するものをいう。レールから１８０mmまたは２２０mmの間隔で設けられる。

脱線を防止する脱線防止レールや脱線防止ガードとは機能的に異なる。

3 「平面性」とは、レールの長さ方向の２点間における水準の差をいい、軌道の平面に対するねじれの状態を表す。２点間の

距離が５ｍであれば５ｍ平面性、２ｍであれば２ｍ平面性という。本文中の変位量は、左前が下がる方向にねじれている場合

に負の値を示し、負の絶対値が大きいほど台車第１軸左車輪の輪重減少量が大きくなる。

4 「設定値 、2.5.4.1参照。」
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（付図３及び写真５参照）

2.5.2.2 軌道に関する情報

事故現場付近の軌道には３０kgレールが使用されており、レールは犬くぎにより

タイプレートを介して木まくら木に締結されている。まくら木本数は２０ｍあた
1

り３０本である。道床の種類はバラストで、道床厚さについては、同社が制定して

国土交通省関東運輸局へ届け出ている「実施基準（軌道・構造物 （以下「軌道）」

実施基準」という ）では２００mm以上とされている。。

なお、事故現場付近から３２ｋ４８０ｍ付近にかけて、右レールの軌間内側に安

全レールが設置されている。
2

2.5.3 軌道の定期検査等に関する情報

(1) 同社の軌道実施基準における規定等

、 、 、 、 、同社の軌道実施基準では 軌道の定期検査については 軌間 高低 通り

水準及び５ｍ平面性 の５項目について１年に１回測定することとされてい3

る。また、同実施基準では、上記５項目の変位量（測定値と設定値の差）4

について、以下のとおり整備基準値が定められており、これらの数値を超え

た場合は効果的に整備することとされている。

項目 整備基準値

軌間 －４～＋７mm

高低 －９～＋９mm

通り（直線） －７～＋７mm

（曲線） －９～＋９mm

水準（直線） －８～＋８mm

（曲線） －９～＋９mm

５ｍ平面性 －１８～＋１８mm

また、同社から提出された直近の検査記録（平成１８年１１月１６日に実
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施された事故現場付近における定期検査記録）には、５ｍ毎に測定した上記

５項目の測定値は記載されていたが、軌間、通り及び水準については、設定

値及び変位量の記載はなかった。

なお、高低及び５ｍ平面性については、測定値と変位量は同一の値となる

ことから、測定値のみの記載で変位量を把握することが可能である。

(2) 参考となる整備基準値等

軌道の整備に関して 「解説 鉄道に関する技術基準（土木編 （国土交、 ）」

通省鉄道局監修、土木関係技術基準調査研究会編、平成１４年３月３１日発

行、６３５～６３７ページ）には、列車の安全な運行を確保するための整備

基準値及び列車の乗り心地を良好に保つとともに効率的な保守を行うための

整備目標値について、民鉄における参考例として以下の数値が記載されてい

る。

項目 整備基準値 整備目標値

軌間 －６～＋１８mm －４～＋７mm

高低 －１５～＋１５mm －８～＋８mm

通り（直線） －１５～＋１５mm －６～＋６mm

（曲線） －１５～＋１５mm －８～＋８mm

水準（直線） －１５～＋１５mm －７～＋７mm

（曲線） －１５～＋１５mm －８～＋８mm

５ｍ平面性 －１８～＋１８mm 記載なし

2.5.4 事故現場付近の軌道の状況

2.5.4.1 軌道の測定結果

事故後、事故現場付近の３２ｋ４１０ｍ～３２ｋ４５０ｍの区間について、１ｍ

間隔で軌道の測定を行った。測定結果のうち３２ｋ４１０ｍから、2.9.1(1)に記述

する左レールに車輪フランジが乗り上がり始めたと見られる痕跡が認められた３２

ｋ４３１ｍまでの状況は以下のとおりであった。

(1) 軌間

測定値と設定値（軌間１,０６７mmにスラック（円曲線の３２ｋ４１０ｍ

から３２ｋ４２５ｍまでは２５mm。緩和曲線始端の３２ｋ４２５ｍからは、

緩和曲線終端の３２ｋ４７０ｍにおいて０mmとなるように逓減される値）を

加えた値）の差として算出される変位量は、－９～＋３mmの範囲であり、同

社の整備基準値（－４～＋７mm）を超えていた。

(2) 高低

変位量は－２９～＋２６mmの範囲であり、同社の整備基準値（－９～＋９



5 「噴泥」とは、道床バラスト表面に噴出した泥土をいう。
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mm）を大きく超えていた。

(3) 通り

測定値と設定値（円曲線の３２ｋ４１０ｍから３２ｋ４２５ｍまでは７８

mm。緩和曲線始端の３２ｋ４２５ｍからは、緩和曲線終端の３２ｋ４７０ｍ

において０mmとなるように逓減される値）の差として算出される変位量は、

－１１～＋１４mmの範囲であり、同社の整備基準値（－９～＋９mm）を超え

ていた。

(4) 水準

測定値（左レールが右レールに比べて高い場合に正の値を示す ）は６３。

～８８mmの範囲であり、３２ｋ４３１ｍでは６３mmであった。

測定値と設定値（円曲線の３２ｋ４１０ｍから３２ｋ４２５ｍまでは７６

mm。緩和曲線始端の３２ｋ４２５ｍからは、緩和曲線終端の３２ｋ４７０ｍ

において０mmとなるように逓減される値）の差として算出される変位量は、

－１３～＋１２mmの範囲であり、同社の整備基準値（－９～＋９mm）を超え

ていた。

(5) ５ｍ平面性

変位量は－２０～＋２０mmの範囲であり、同社の整備基準値（－１８～＋

１８mm）を超えていた。３２ｋ４３１ｍでの変位量は－２０mmであった。

(6) ２ｍ平面性

機関車台車の固定軸距に相当する２ｍの平面性変位について測定した。

変位量は－９～＋１１mmの範囲であり、３２ｋ４３１ｍでは測定区間内で

負の絶対値が最大となる－９mmであった （同社では２ｍ平面性変位を管理。

していないため整備基準値は設定されてない ）。

（付図３、４参照）

2.5.4.2 列車荷重によるレール沈下等の状況

３２ｋ４２６ｍ～３２ｋ４２９ｍ付近のまくら木右側周辺に噴泥が認められ、5
ふんでい

列車荷重によるレール沈下が想定されたことから、本件列車を本件車両の前台車第

、 、１軸が３２ｋ４３１ｍとなる位置に停止させて 各車軸位置におけるレール沈下量

レール沈下時の水準及び平面性を測定した。測定結果は以下のとおりであった。

(1) レール沈下量

レール沈下量は、左レールは３２ｋ４２０ｍで最大の１６mm、右レールは

３２ｋ４２７ｍで最大の２１mmであった。



6 「ゲージコーナ部」とは、レール頭部の軌間側部分をいう。

- 7 -

レール沈下量は、全体的に右レールが左レールに比べて大きく、その左右

差は、３２ｋ４２７ｍで１３mm、３２ｋ４２９ｍで１４mmであり、この２ヶ

所で大きかった。

(2) 水準

３２ｋ４３１ｍにおけるレール沈下時の水準（測定値）は、2.5.4.1(4)で

記述した列車荷重がない場合の６３mmより５mm増加した６８mmであった。

(3) ５ｍ平面性

３２ｋ４３１ｍにおけるレール沈下時の変位量は、2.5.4.1(5)で記述した

列車荷重がない場合の－２０mmより３mm変化した－２３mmであった。

(4) ２ｍ平面性

３２ｋ４３１ｍにおけるレール沈下時の変位量は、2.5.4.1(6)で記述した

列車荷重がない場合の－９mmより９mm変化した－１８mmであり、測定した区

間内では最も大きな変位量であった。

なお、レール沈下量の測定中に、本件列車を事故時と同じ下り方向へ微速で移動

した際に、３２ｋ４３１ｍ付近において、１両目機関車及び本件車両の双方におい

て、前台車第１軸左車輪が、左レールのゲージコーナ部にフランジを接した状態6

、 。 、で 車輪踏面がレール頭頂面から１～２mm程度浮き上がる状況が確認された また

この状況は本件列車を複数回前後移動させて確認したところ、下り方向への移動の

場合の全てにおいて確認された。

（付図３、４及び写真５参照）

2.5.4.3 レールの締結状況及び摩耗状況

事故現場付近のレール締結状況に異常は認められなかった。

事故後に測定した事故現場付近のレールの摩耗状況は、左レールについてはゲー

ジコーナ部の摩耗が大きく、摩耗量は４～５mm程度、右レールについては頭頂面全

幅にわたって摩耗しており、摩耗量は３～５mm程度であった。これらの摩耗量は、

同社の軌道実施基準で定めている整備基準値（ゲージコーナ部において９mm以下）

の範囲内であり、異常な摩耗も認められなかった。



7 「ホッパー車」とは、バラスト等の粉体、粒体を収容して、底部又は側下部を開いて積み荷を下ろす構造の貨車をいう。同

社では専ら道床バラストの運搬に使用している。
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２.６ 車両に関する情報

2.6.1 概要

(1) 記号番号

(2) 機関車（デキ３及びデキ１）

車 種 直流電気機関車（ＤＣ１,５００Ｖ）

全 長 ９.１８ｍ

質 量 ３４.５ｔ

台車中心間隔 ４ｍ

台車 固定軸距 ２ｍ

車輪径 ９１０mm

車輪踏面形状 円錐踏面

フランジ角度 ６０°

運転制御 ２両連結された機関車は、１両目機関車の運転室

で双方の機関車が総括制御される。

(3) 貨 車（ホキ８０１）
7

車 種 ホッパー車

全 長 １３.３ｍ

空車質量 １８.１ｔ

最大積載量 ３０.０ｔ

台車中心間隔 ９.２ｍ

台車 固定軸距 １.６５ｍ

車輪径 ８６０mm

車輪踏面形状 円錐踏面

フランジ角度 ６０°

デキ３ デキ１ ホキ８０１

脱線軸列車進行方向



8 「フランジ外側面距離」とは、車輪一対の中心線から、車輪踏面基準点の１３mm下方位置までの水平距離をいう。

9 「静止輪重比」とは、１軸の輪軸において、片側車輪の輪重をその輪軸の平均輪重で除した値をいう。
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2.6.2 車両の定期検査等に関する情報

検査種別等 機関車（デキ３） 機関車（デキ１） 貨車（ホキ８０１）

新 製 大正１３年 大正１３年 昭和５０年

全 般 検 査 平成14年６月12日 平成15年９月２日 平成14年11月25日

重要部検査 平成16年９月25日 平成18年10月４日 平成17年５月24日

月 検 査 平成19年３月９日 平成19年３月９日 平成19年３月９日

同社によれば、本事故発生時の本件列車の運行は、平成１９年３月９日に各車両

に対して実施された月検査後最初のものとのことであった。

2.6.3 台車及び車輪の状況

2.6.3.1 車輪形状等の状況

同社から提出された直近の検査記録（月検査記録）によれば、各車両の車輪径、

フランジ外側面距離及びフランジ高さは以下のとおりであり、こららの値はいずれ

も 同社が制定して国土交通省関東運輸局へ届け出ている 車両構造実施基準 以、 「 」（

下「車両実施基準」という ）の整備基準値の範囲内であった。。

また、事故後に測定した各車輪の踏面形状に異常は認められなかった。

車輪径 フランジ外側面距離 フランジ高さ
8

デキ３ 全て８３０mm ５２４～５２６mm ２７.４～２９.５mm

デキ１ ９００～９０４mm ５２１～５２３mm ２６.７～２７.６mm

ホキ８０１ ８３５～８３７mm ５２２～５２３mm ２６.７～２７.１mm

(整備基準値 ６８０mm以上 ５１７～５２６mm ２５ ～３５mm）

2.6.3.2 輪重等の状況

同社から提出された直近の検査記録（重要部検査記録）によれば、各車両の静止

。 、 、輪重及び静止輪重比は以下のとおりであった このうち 静止輪重比については
9

（ ） 。いずれも同社の車両実施基準の整備基準値 ０.８８～１.１２ の範囲内であった

(1) デキ３

静止輪重 （静止輪重比） 静止輪重 （静止輪重比）

前台車第１軸 左車輪３６kN（１.０３） 右車輪３４kN（０.９７）

第２軸 左車輪３８kN（１.０３） 右車輪３６kN（０.９７）

後台車第１軸 左車輪４２kN（１.００） 右車輪４２kN（１.００）

第２軸 左車輪４４kN（１.０７） 右車輪３８kN（０.９３）
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(2) デキ１

静止輪重 （静止輪重比） 静止輪重 （静止輪重比）

前台車第１軸 左車輪３９kN（０.９２） 右車輪４６kN（１.０８）

第２軸 左車輪４０kN（０.８９） 右車輪５０kN（１.１１）

後台車第１軸 左車輪４０kN（１.０８） 右車輪３４kN（０.９２）

第２軸 左車輪４０kN（１.１１） 右車輪３２kN（０.８９）

(3) ホキ８０１

静止輪重 （静止輪重比） 静止輪重 （静止輪重比）

前台車第１軸 左車輪２２kN（０.９８） 右車輪２３kN（１.０２）

第２軸 左車輪２２kN（１.００） 右車輪２２kN（１.００）

後台車第１軸 左車輪２４kN（１.０４） 右車輪２２kN（０.９６）

第２軸 左車輪２３kN（１.００） 右車輪２３kN（１.００）

2.6.3.3 台車の状況

同社から提出された各車両に対する直近の検査記録（重要部検査記録及び月検査

記録）には、台車の異常は記録されていなかった。また、事故後の各車両各台車の

心皿及び側受け摺動部、軸ばねの状況に異常は認められなかった。

２.７ 運転取扱いに関する情報

事故現場付近の制限速度は、半径１６０ｍの曲線のため４０㎞/hとされていた。

２.８ 気象に関する情報

当時の事故現場付近の天気 晴れ

２.９ 事故現場等に関する情報

2.9.1 本件列車の停止位置及び脱線状況

事故後、本件列車は先頭が３２ｋ８５３ｍ付近で停止し、本件車両の前台車第１

軸は３２ｋ８４３ｍ付近で左に約２０cm脱線していた。

（付図３及び写真１参照）

2.9.2 軌道上の痕跡

(1) ３２ｋ４３１ｍ付近の左レールに、車輪フランジがレールに乗り上がり始

めたと見られる痕跡、及び、そこから車輪フランジがレール頭頂面上を走行

し、３２ｋ４５８ｍ付近で車輪フランジがレールの左側に落下したと見られ

る連続した痕跡が認められた。
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また、３２ｋ４５８ｍ付近の右レールの軌間内に設置されている安全レー

ル右側下部に、車輪フランジが落下して走行したと見られる痕跡が認められ

た。

(2) ３２ｋ４５８ｍ付近から、事故後停止していた本件車両の前台車第１軸の

位置（３２ｋ８４３ｍ付近）までの約３８５ｍ間にわたって、安全レール右

側下部やまくら木、レール締結装置等に左右車輪のフランジによると見られ

る痕跡が認められた。

（付図３及び写真３、４参照）

３ 事実を認定した理由

３.１ 脱線の状況等に関する解析

2.9.2(1)で記述した軌道上の痕跡及び２.１で記述した本件運転士の口述から、本

、 （ 、件列車は速度約２８㎞/hで走行中に 半径１６０ｍの右円曲線 カント設定値７６mm

スラック設定値２５mm）終端に接続する緩和曲線中の３２ｋ４３１ｍ付近において、

本件車両の前台車第１軸左車輪が左レールに乗り上がり始め、３２ｋ４５８ｍ付近で

同第１軸の左右車輪が左右レールのそれぞれ左側に落下して脱線したものと推定され

る。

、2.9.2(2)で記述したまくら木等の痕跡及び２.１で記述した本件運転士の口述から

走行中の機関車運転室内の振動や騒音のため、本件運転士は、本件列車が脱線したこ

とに気付かずに運転を継続し、３２ｋ７５０ｍ付近で異常を感じ、非常ブレーキを使

用して本件列車を３２ｋ８５３ｍ付近に停止させたものと推定される。

３.２ 車両に関する要因

2.6.3で記述したとおり、本件車両の車輪形状、輪重の状況及び台車の状況に異常

は認められなかった。

３.３ 乗り上がりに関する解析

３.１で記述したとおり、左車輪が左レールに乗り上がり始めたと推定される地点

（３２ｋ４３１ｍ）付近は、半径１６０ｍの右円曲線終端に接続する緩和曲線中のた

め、本件列車の各台車第１軸左車輪に左方向に作用する横圧が生じるとともに、構造

的な平面性変位により同車輪の輪重が減少していたものと推定される。

2.5.4.2(4)で記述したとおり、３２ｋ４３１ｍでの２ｍ平面性変位は、列車荷重に



10 「均衡カント」とは、曲線通過速度と曲線半径に応じて発生する遠心力と重力の合力が、軌道面に対して垂直となるときの

カント。均衡カントの状態では遠心力にともなう左右輪重差は生じない。
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よるレール沈下によって、第１軸左車輪の輪重が減少することを示す－１８mmとなっ

ており、これは測定した区間内で最も大きな変位量であったことから、３２ｋ４３１

、 。ｍでは 本件車両の前台車第１軸左車輪の輪重減少量は大きかったものと推定される

また、2.5.4.2(2)で記述したとおり、３２ｋ４３１ｍでの水準は、列車荷重による

レール沈下によって、左レールが右レールより高いことを示す６８mmであったが、こ

れは本件列車の本事故発生時の走行速度と推定される２８㎞/hの均衡カント である
10

４１mmに比べて大きな値となっており、これが本件車両の前台車第１軸左車輪の輪重

をさらに減少させたものと推定される。

このため、３２ｋ４３１ｍ付近において、本件車両の前台車第１軸左車輪の脱線係

、 。数が限界脱線係数を超えて 左車輪が左レールに乗り上がり始めたものと推定される

なお、2.5.4.2で記述したとおり、レール沈下量測定時に本件列車を下り方向に移

動した際に、３２ｋ４３１ｍ付近において、１両目機関車及び本件車両の前台車第１

軸左車輪が浮き上がる状況が確認されている。

３.４ 軌道の保守について

3.4.1 軌道の検査等について

2.5.3(1)で記述したとおり、同社では軌道の定期検査の５項目のうち軌間、通り

及び水準の３項目については、測定値と設定値の差である変位量を管理していなか

ったものと推定される。しかしながら、軌道の検査では、各測定点における測定項

目ごとの設定値を明確にしたうえで、変位量を測定して適切に管理することが重要

である。

また、2.5.4.2で記述したとおり、事故現場付近では噴泥が認められたが、構造

的に平面性変位を有する緩和曲線中において発生した噴泥については、列車荷重に

よるレール沈下によって生じる平面性変位の変化に関して十分な注意が必要であ

り、噴泥の状況に応じて、道床更換やつき固め等の適切な対策を講じることが重要

である。

3.4.2 軌道の整備基準値について

2.5.4.1で記述したとおり、３２ｋ４１０ｍ～３２ｋ４３１ｍの区間における軌

道に関する５項目の変位量の測定結果は、いずれも2.5.3(1)で記述した同社の整備

基準値を超えていた。しかしながら、2.5.3(2)で記述した例を参考にすれば、同社

の整備基準値は、①列車の安全な運行を確保するための整備基準値を指すもの（平
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面性変位）と、②列車の乗り心地を良好に保つとともに効率的な保守を行うための

整備目標値を指すもの（軌間変位、高低変位、通り変位及び水準変位）が混在し、

整備の優先度について把握しにくい状況にあったものと考えられる。

、 、軌道の整備基準値については 列車の安全な運行を確保するための整備基準値と

列車の乗り心地を良好に保つとともに効率的な保守を行うための整備目標値を分け

て整備の優先度を付けるなどにより、適切に管理し、3.4.1で記述した変位量の適

切な管理と合わせて、列車の安全な運行を確保することが重要である。

４ 原 因

本事故は、右円曲線終端に接続する緩和曲線において、本件列車の各台車第１軸左

車輪に横圧が生じるとともに、構造的な平面性変位により同車輪の輪重が減少してい

るところに、列車荷重によって大きなレール沈下が生じたことから平面性変位が大き

くなり、同車輪の輪重がさらに減少したため、本件列車の２両目機関車前台車第１軸

左車輪が左レールに乗り上がって脱線したことによるものと推定される。

５ 参考事項

同社は事故後、平成１９年３月３１日の運行再開に際し、以下の対策を講じた。

(1) 事故現場付近の噴泥箇所を中心に、３２ｋ３９０ｍ付近から３２ｋ４９０ｍ

付近にかけて、バラスト補充及び道床つき固め作業を行った。

(2) ３２ｋ４００ｍ付近から３２ｋ５８５ｍ付近にかけて、高低変位、通り変位

及び平面性変位の整正を行った。

(3) ３２ｋ４００ｍから３２ｋ４７２ｍにかけて、レールを３０kgレールから

３７kgレールに変更し、安全レールを脱線防止ガードに変更した。
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付図２　事故現場付近の地形図
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付図３　事故現場付近略図
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付図４　事故現場付近の軌道測定結果(その１)
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付図４　事故現場付近の軌道測定結果(その２)
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写真１　脱線状況

写真２　車両の損傷状況

写真３　鉄道施設の損傷状況

３２ｋ４８３ｍ付近

本件車両前台車第
１軸ギアケース

本件車両前
台車第１軸
左車輪

左レール 右レール

車輪ﾌﾗﾝｼﾞによると
見られる痕跡

本件車両前台車第１軸左
車輪(32k843m付近)



写真４　事故現場付近レール上の痕跡

写真５　事故現場付近全景
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右レール

安全レール

右車輪フランジによる
と見られる痕跡

(4) ３２ｋ４５８ｍ付近 右レール

(3) ３２ｋ４５８ｍ付近 左レール

(2) ３２ｋ４４７ｍ付近 左レール

(1) ３２ｋ４３１ｍ付近 左レール

噴泥箇所
(32k426m～32k428m付近)

乗り上がり地点
(32k431m付近)

同社が事故当日夜間に
運行再開準備のため設
置した臨時信号機(制
限速度25㎞/hを示す)

事故後にレール沈下量
測定のため移動させた
本件列車

左車輪ﾌﾗﾝｼﾞによる
と見られる痕跡



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




